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序　　　　　文

　チリ共和国は、社会的弱者への支援を目的とした社会福祉政策に重きをおき、身体障害者福祉の

改善に努力しています。しかし、全国唯一の国立小児身体障害者リハビリテーション病医であるペ

ドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（INRPAC）は、施設面・技術面ともに十分と

はいえない状況です。

　チリ共和国厚生省は、当初西暦2000年をめどに新たなリハビリテーション病院の建設を計画し、

身体障害者（特に小児）へのケアの向上を目指しましたが、国家予算が逼迫し、新病院の建設は据え

置きとなりました。

　その一方で、当初目的を果たすべく、INRPACを国立研究所として位置づけ、臨床に加えて教育

研究機能を付加しました。そして、将来建設が予定される新病院での活動を念頭においた身体障害

者リハビリテーションを既存施設内で展開すべく、同研究所の機能向上を目的としたプロジェクト

方式技術協力（現在の技術協力プロジェクト）をわが国に要請しました。

　これを受けて、JICAは、事前評価調査団、短期調査団の派遣を経て、2000年７月に派遣した実施

協議調査団により、同年８月１日から５カ年の協力を開始しました。

　そして、協力開始後２年３カ月が経過した時点でのこれまでの活動進捗、当初目標に対する達成

度を確認評価し、計画修正を含めた適切な提言を行うため、平成14年10月26日から11月15日まで、

国立身体障害者リハビリテーションセンター佐藤徳太郎総長を団長とする中間評価調査団を派遣し

ました。

　本報告書は、上記調査の結果を取りまとめたものです。ここに本調査にご協力を賜りました関係

各位に深甚なる敬意を表します。

　平成16年４月

国際協力機構

　人間開発部長

末森　満
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第１章　中間評価調査の概要

１－１　調査団派遣の背景および目的

チリ共和国（以下「チリ国」と記す）は弱者救済を目的とした社会福祉を重視し、身体障害者福祉制

度の改善に向け努力している。しかしながら全国唯一の国立小児身体障害者リハビリテーション病

院であるペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（INRPAC）は施設・医療技術とも

に立ち遅れており、同病院の医療面・管理面での運営を向上させることを目的としてプロジェクト

方式技術協力が要請された。

この要請を受けわが国は、2000年８月から５年間の予定でプロジェクトを実施中である。現在、

長期専門家２名（チーフアドバイザー、業務調整）が派遣中であり、各専門分野の技術移転について

は短期専門家派遣および研修員招聘を中心にした協力を展開している。

今次、プロジェクト開始から約２年を経過した時点で、これまでの活動状況をレビューし、PDM

指標の達成状況を把握する。また、プロジェクト目標の達成に必要なPDMの見直しを行い、今後

の活動計画について先方と協議することを目的とする。

具体的には以下の４点を実施する。

a）　プロジェクト関係者との意見交換、視察によりプロジェクトの進捗状況の確認とPDM指標の

達成状況を把握する。

b）　チリ側関係機関との協議により、双方の実施体制に即したPDM修正版を作成し、目標と活

動内容の整合性を図る。

c）　これらの協議結果をもとに、今後の活動計画とモニタリング体制を策定する。

d）　一連の協議を通じて双方で合意した事項についてはミニッツに取りまとめる。

１－２　調査団構成

・団長　総括／リハケアシステム　

佐藤徳太郎 国立身体障害者リハビリテーションセンター　総長

・団員　リハビリ医学　

長岡　正範 国立身体障害者リハビリテーションセンター　学院長

・団員　協力計画 坪井　創 国際協力事業団医療協力部医療協力第二課職員

・団員　評価分析 山口　豊 （株）ケイディーテック　取締役
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・団員　通　訳 竹迫　和美 （財）日本国際協力センター　研修監理員

１－３　主要面会者氏名

チリ側（＊印は評価委員）

１）  厚生省

Dra. Raquel Child Goldenberg 国際協力室（OCAI）室長

Sr. Jose Miguel Huerta* 国際協力室プロジェクトコーディネーター

Dra. Carmen Lopez Stewer* 人材プログラム部長

２）  首都圏東部衛生局（SSMO）

Dr. Jaime Lavados Montes 局長

Dra. Andrea Poblete Saa* 副局長（医務）

３）  国家障害者基金（FONADIS）

Dra. Andrea Zondek Darmstadter 事務局長

Sr. Mauricio Zepeda Sanchez* 調査プロジェクト部長

４）  国際協力庁（AGCI）

Sr. Armando Patricio Perez* 水平協力部プログラムコーディネーター

山田　真美 JICA専門家（南南協力）

５）  ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（INRPAC）

Dr. Patricio Nuñez INRPAC院長

各成果コーディネーター10名（＊参照）

成果１

成果２

成果３

成果４

成果５

成果６

成果７

リハ臨床業務改善

リハシステム改善

地域リハ展開

臨床データベース開発

臨床研究促進

リハ人材育成能力改善

コミュニケーション促進

Rodrigo MORALES
Carmen GARCIA
Dra. Patricia MENDEZ
Dra. Patricia MARTINEZ
Hernan SOTO
Marisol ROJAS
Rodrigo MORALES
Hernan SOTO
Angelica GUTIERREZ
Patricia GALVEZ
Angelica GUTIERREZ
Patricia GALVEZ
Isabel SOZA
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＊INRPAC内各成果のコーディネータ（計10名）

１－４　調査日程
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月 日 曜日 時間 調査団日程 
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31 
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4

日本出発（評価分析団員）

チリ到着

病院着・INRPAC院長表敬
プロジェクト概要の発表

PDMeにかかる山口団員からの質問、指摘および修正案
山口団員からの評価グリッド導入の説明

各成果のコーディネータによる収集済データの発表（各成果の活動の実施

状況の確認ほか）

昼食

各成果のコーディネータによる収集済データの発表続き（各成果の活動の

実施状況の確認ほか）

病院発厚生省へ

合同調整委員会開催

昼食

評価グリッド案（妥当性）の作成

チリ側第３評価調査者との打合わせ

山口団員からの評価グリッド導入の説明、日程の変更依頼

PDMeの検討、チリ評価委員から修正提案箇所
昼食

今後のプロセスの打合わせ（評価グリッド案評価レポート案作業分担）

評価グリッド（効率性、目標達成度）：山口、Soto
評価グリッド（インパクト、自立発展性）：小川、Gutierrez
評価レポート1.導入：Rojas、Galvez
評価レポート2. 評価結果：Galvez
評価レポート3. 提言、教訓：小川、Gutierrez
Annex：Morales、Soza
ミニッツ案：山口、Soto
評価グリッド案b評価レポート案作成の分担作業
昼食

評価グリッド案および評価レポート案作成の分担作業

TODOS LOS SANTOS：休日
日本出発（Dr.佐藤、Dr.長岡、坪井、竹迫）
チリ到着12：55 （日程確認）
チリ事務所表敬

病院着・INRPAC院長表敬
院内見学

日本人チーム打合わせ

昼食

各分野（７成果）についての進捗状況発表

先週の作業進捗状況の報告（山口）

PDMeの最終確認
Coffee Break
評価グリッド案（目標達成度、効率性、インパクト、妥当性、自立発展性）

の検討
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在チリ日本国大使館表敬（柴崎二郎参事官、遠藤知庸一等書記官） 

７成果コーディネータの発表および質疑応答 

成果１から３まで終了 

昼食 

評価グリッド案（インパクト、自立発展性）の検討 続き 

７成果コーディネータの発表および質疑応答 

成果４から７まで 

日本側打合わせ（評価結果、提言および教訓の検討） 

５項目評価各項目結論、評価結果、提言および教訓の検討 

昼食 

佐藤団長によるリハシステムワークショップ 

 

PAC院長夕食会 

ミニッツ案（評価レポート）作成最終チェック 

昼食 

児玉短期専門家合流（地域リハ視察）・ 地域リハセンター活動視察 

SSMO表敬（評価結果による合意すべき事項、確認） 

AGCI表敬 

OCAI表敬（評価結果による合意すべき事項、確認） 

児玉先生最終まとめ院長報告（小児リハ医との最終検討会後） 

Dr.児玉送別昼食会（INRPACスタッフ全員） 

Hotelへ 

身体障害者スポーツ大会参加（13:00-16:00）セレモニーのみ参加 

 

評価レポート署名 

臨床研究概論ワークショップ 

JICA CHILE最終報告会 

日本側打合わせ（今年度後半活動確認、平成15年度実行計画案検討（専門

家派遣、研修員受入、機材供与、イベント）、16年度TSI検討） 

今年度後半活動確認、平成１５年度実行計画案検討（専門家派遣、研修員

受入、機材供与、イベント）、１６年度TSI検討（評価結果フィードバック） 

平成15年度実行計画案検討（専門家派遣、研修員受入、機材供与、イベント） 

合同調整委員会・ミニッツ署名(MINSAL) 

昼食（SSMO主催） 

大使館報告 

ホテルへ 

ホテル発 

ヌニョア区劇場：障害児参加の民族舞踊発表会 

団長主催夕食会 

La Faena診療所、病院建築予定地見学 

臨床研究テーマ個別相談 

INRPAC院長との最終報告 

送別昼食会(INRPACスタッフ全員） 

ホテル出発 

チリ出発 

機内泊 

日本到着 
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現地調査期間：平成14年10月26日～11月15日
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１－５　評価の目的

評価は次の目的を持って行われた。

（1） 実施協議（R/D）、活動計画（PO）およびPDMに基づいた、実行、効果および戦略の度合

いを評価する。

（2） 以下で述べる５項目によるプロジェクト評価を行う。

（3） 評価委員による協議および日本人専門家とカウンターパートの共同検討を通じてプロジェ

クトのデザインと戦略を評価する。

１－６　評価手法

評価作業は、R/D、POおよびPDMに従う形で、合同評価委員会によって行われた。合同評価委

員会は、日本側評価チームとチリ側評価チームによって構成されている。これらの作業を進めるに

あたっては、以下に記載する５項目評価に基づき、PCM手法に沿った形で、各成果の分析、サマ

リーおよびディスカッションを実施した。

合同評価委員会の構成

◆日本側評価チーム（氏名、担当、所属肩書）

・ 佐藤徳太郎　総括／リハビリテーションケアシステム、国立身体障害者リハビリテーション

 　　　　　　　センター　総長

・ 長岡正範　　リハビリテーション医学、同センター学院　学院長

・ 坪井　創　　協力計画、国際協力事業団医療協力部医療協力第二課　職員

・ 山口　豊　　評価分析、（株）ケイディーテック　取締役

・ 竹迫和美　　通訳、日本国際協力センター　研修監理員

◆チリ側評価チーム（氏名、所属肩書）

・ Dra. Andrea Poblete Saa　 首都圏東部衛生局　副局長

・ Dra. Carmen Lopez Srewart 厚生省衛生規準監理部　部長

・ Sr. Jose Miguel Huerta Torcio 厚生省国際協力室　プロジェクト調整官

・ Sr. Patricio Perez Carrasco 国際協力庁（AGCI）プロジェクト調整官

・ Sr. Mauricio Zepeda Sanchez 国家障害者基金（FONADIS）審査・プログラム部　部長

５項目評価（カッコ内スペイン語表現）

（1）効率性（Eficiencia）

　プロジェクトにおける投入がどれほど効果的に成果に結びついたか。（投入コストが成果や

目標達成度合いに見合っているか＝実施プロセスの生産性）
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（2）有効性（Efectividad）

　プロジェクト目標が当初計画に対しどの程度達成されたか。また、外部要因によらずに各成

果がプロジェクト目標達成にどの程度貢献したか。

（3）インパクト（Impacto）

　プロジェクト実施によってもたらされた、直接的、間接的、正または負のインパクトはある

か。

（4）妥当性（Relevancia）

　プロジェクト目標および上位目標が、相手国（＝チリ国）政府の開発政策および裨益住民の

ニーズに合致したものか。

（5）自立発展性（Sustentabilidad）

　相手国がプロジェクトをより発展させていくことができるか、またプロジェクトによって達

成された成果が、政策的、技術的、財政的に維持されていくかどうか。　

１－７　プロジェクトデザインの変更

プロジェクトの実施に伴い、プロジェクト目標達成にかかるデザイン上のロジックを整理し、各

成果の達成度をよりわかりやすく測るために、活動と指標に変更を行う必要があった。詳細は、付

属資料３，４，５および７を参照。



－7－

第２章　評価結果

２－１　評価グリッド

５項目評価の概要は以下のとおりである。評価グリッド（付属資料９）には、この評価のさらに詳

しい内容を記載している。

（1）  効率性

プロジェクトは、最初の２年の間にさらに活発な活動を行うようになってきており、プロジェ

クトの残りの期間について一層具体的な計画を持つようになっている。一部の活動に多少の遅れ

があるものの、プロジェクトの業務に重要な進展がみられた。機材供与と専門家派遣により、臨

床手技の改善があった。また地域リハビリテーションの計画策定と実施は重要な進展である。地

域リハビリテーションはINRPACが診療病院のモデルから、コミュニティーをベースとした身

体・精神・社会的な視点からのリハビリテーションのモデルに変わることを可能とする。地域リ

ハビリテーション業務を、より良くニーズをとらえて形成・実施し、効果をあげるため、プロジェ

クトの実施過程では検討が行われるべきである。またその経済面についても、資金要請や財政的な

補整が可能となるよう、費用と便益の検討が行われるべきである。他方、入力画面の改良の必要と

なったため臨床データベースの開発には若干の遅れがあったものの、プロジェクト期間中の終了は

可能と判断される。

プロジェクトによる投入は全体として、効率的に実施されており、また投入の効果を改善する

ために必要な調整の手段がとられている。機材は適切に使用されており、維持・管理されてい

る。いくつかの分野において専門家派遣と研修員受入れは成果をあげており、またその成果を有

効に活用するような手段がとられている。さらに、プロジェクト実施が進むにつれ、チリ側カウ

ンターパート間のコーディネーションが改善してきている。リハビリテーション業務において、

ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（INRPAC）には異なる専門分野を超えた

チームワークがあり、このことはプロジェクト実施にも役立ち、また地域リハビリテーションの

業務の実施に特に重要である。

（2）  有効性

プロジェクトの目標達成を測る指標の修正が行われ、プロジェクトは現在その達成に向かって

進んでいる。INRPACの患者の数は2000年８月から2002年の８月までの間に、4,395人から4,710人

に７％増加した。またINRPACが提供する臨床手技の数は増加しサービスの質も改善した。この

INRPACによる臨床手技の改善の多くは、既存の臨床手技の改良による。さらに2005年までに

INRPACの自己収入を10％増加する目標の達成も可能とみられる。地域リハビリテーションの展
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開のためには、障害者を支援するコミュニティー活動を技術的に、促進し助言する活動を行って

いる。

プロジェクトの実施にあたっては、成果の間で優先の順位があるべきである。現在は、臨床技

術の改善に進展があり、地域リハビリテーションを推進する段階にきている。なおプロジェクト

の実施中には、プロジェクト目標達成をみる指標について、質の改善も図ることができるよう、

試験的な指標の検討と提案が行われるべきである。

（3）  インパクト

現段階でプロジェクトの上位目標達成の見通しを語ることは困難である。しかしプロジェクト

が現在、展開している活動からいくつかのインパクトを指摘することができる。まずペニャロレ

ン区役所による地域の障害者のための事業の政策に対する、地域リハビリテーションの活動が与

える影響がある。また、コミュニティー組織にも地域リハビリテーション活動は影響を与えてい

る。地域リハビリテーションには、障害者の親や世話をする者達の組織の能力と自立する力を発

展させ、その意識を改善していくことが期待されている。プロジェクトの実施中には、後の自立

発展性も測れるよう、コミュニティーおよび組織（その他の保健サービスや他のリハビリテーショ

ン病院など）のレベルでのインパクトの可能性も再検討することが有益と思われる。

次に、インパクトとしては、診療データベース開発に際してのSSMO（首都圏東部衛生局）との

協力とそのシステムのSSMOの将来の情報サービスネットワークへの活用の可能性があげられ

る。同様に診療データベースは、INRPACがアプリケーションソフトを作成する際のベースとし

ても役立ち、同病院の経営管理にも影響を与え得る。最後に、リハビリテーション分野の専門家

の知見に対し、リハビリテーション技術のセミナーが及ぼす影響をインパクトとしてあげること

ができる。

（4）  妥当性

プロジェクトは、チリの国家政策、INRPACの方針、ターゲット・グループのニーズと一致し

ており妥当性を有する。障害者の社会統合プロセスを中心的な行動とする障害者社会統合法が方

向づける現在の障害者に対するチリ国の政策とプロジェクトは合致している。プロジェクトがチ

リ厚生省のリハビリテーション政策の形成に貢献することが期待される。SSMOの政策は

INRPACへの支援を継続してきた。またINRPACの方針もプロジェクトと合っている。病院の技

術能力の向上、専門職員の養成、コミュニティー組織との協力、などの病院の戦略的な目標はプ

ロジェクトと合致したものである。さらにINRPACの利用者とその世話をする者たちのニーズで

ある、INRPACのサービスの改善と社会統合は、プロジェクトと一致している。なお障害と障害

者のおかれた経済社会状況の間には相互関連があり、プロジェクトは障害者の社会公正にも寄与
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することができる。

（5）  自立発展性

プロジェクトの持続性を確保するいくつかの要素がある。まずプロジェクト活動に対するチリ

側の関与と責任感の高さがある。これには職員の配置替えがかなり少なく、INRPACのカウン

ターパートの定着性が高いことがこの面を強化している。また一般にカウンターパートの技術的

なレベルは高いことが、プロジェクトによって促進された活動の発展が持続する可能性を確かな

ものにしている。機材の利用方法も持続性に貢献している。さらに機材の多くは現地で購入さ

れ、製品使用サイクルのコスト（アフターサービス、メンテナンスコスト、使用コスト）が考慮に

入れられている。なおプロジェクトの実施期間中には、プロジェクトの真の自立発展性の可能性

を測るために、技術移転、機材供与の関係を再び確認し、分析することが必要と思われる。

財政的な面での持続性については、SSMOはプロジェクトの実施を支援してきており、プロジェ

クトの持続性は、このSSMOの支援によっている。このため持続性は保健制度の財政面での改革に

よっても影響され得る。またプロジェクトの成果を将来支える資金を与える、全国障害者基金

（FONADIS）や区役所などの他の組織の寄与も重要である。最後に、INRPACによって提案される地

域リハビリテーションモデルの展開は、その展開の中心はINRPACでなくコミュニティーであるた

め、さまざまなコミュニティーの組織の参加が、将来のプロジェクトの効果の持続のために必要

である。

２－２　 投　入

（1）  日本側投入（詳細は付属資料６を参照）

●長期専門家：２名

●短期専門家：22名（延べ人数）

●C/P研修参加者：11名

●実施イベント数：17回

2000年 2001年 

機材供与 

内　訳 

47,189,000円 22,162,000円 

4,125,000円 2,480,000円 350,000円） 

2,520,000円） 

（計画額：3,182,000円） 

手続き中 

（計画額：23,966,000円） 

2002年 

携行機材 

現地業務費 3,710,000円 4,824,000円 
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（2）  チリ側投入（詳細は付属資料６参照）

２－３　５項目による評価の結論

合同評価委員会は、プロジェクトは一部の業務の実施に多少の遅れはあったものの、効率的に実

施されてきたと判断する。INRPACのサービスを改善するというプロジェクト目標は、プロジェク

ト期間中に効果的に達成されると期待される。またプロジェクトはチリの全体的な政策及びター

ゲットグループのニーズと整合性がある。現時点でプロジェクトのインパクトをすべて判断するこ

とはいまだ困難であるが、地域リハビリテーションや臨床データベースによるインパクトの可能性

が予想される。さらに自立発展性については、プロジェクト内に好ましい要因もみられるものの、

財政や社会的な外からの、ポジティブなものとネガティブなもの双方の要因に影響される可能性が

ある。プロジェクトがチリにおけるリハビリテーションのモデルの形成に貢献すれば、チリ厚生省

は継続的な支援を行う。チリ・日本側双方は、プロジェクトの実施において協力しながらその努力

を継続することが求められる。

（単位：チリペソ） 

内　訳 

人件費 

光熱費等基本経費 

設備投資費 

交通・移動費 

イベント経費 

印刷費 

諸経費 

合　計 

2001年 2000年 

8月－12月 

$ 3.511.330 

$ 1.147.085 

$   150.547 

$   130.000 

$   350.460 

$   0 

$   454.278 

$ 5.743.700

2002年 

1月－9月 

$  10.651.252 

$   2.220.000 

$   9.536.838 

$   1.730.566 

$     351.400 

$       67.500 

$   2.873.412 

$  27.430.968

$  11.042.880 

$   2.730.000 

$   7.168.763 

$   1.181.496 

$   1.015.000 

$   1.782.844 

$   2.418.518 

$  27.339.501
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第３章　提言と教訓

提　言

３－１　成果１について

これまでの２年間、チリ・日本側双方の努力によって明らかになった互いの社会文化的システム

を照らし合わせながら、移転すべき具体的技術を絞り込み、それらを導入する段階に入った。具体

的には、理学療法、作業療法および言語療法について、NDT（ボバースアプローチ）や感覚統合の導

入に集中的に努力するべきである。また、それらの開発のためという明確な位置づけのもと、各ユ

ニットによる日本人専門家、カウンターパート研修および機材供与申請に関してより一層のコー

ディネーションが必要である。

３－２　成果２について

現時点ではリハビリテーションシステムの管理的活動を中心とした活動計画となっている。よっ

て、効率性、帰結、患者の満足度等に関し、それらを測る指標に伴った活動計画を作成していく必

要がある。

３－３　成果２について

入院ケアシステムの改善のために必要なのは、看護ケアの質を高めること。そのために小児リハ

看護の分野での技術協力を強化する。例えば、日本での研修の際に可能なかぎり同一機関で研修を

受講し、入院ケアシステムについての理解を深めることが強く望まれる。

３－４　成果３について

地域リハビリテーションモデルの開発を確かなものにするために実施機関の一つとしてペニャロ

レン区役所を含めることについて、検討する必要がある。また、同モデルの自立発展性を高めるた

めに、プライマリーヘルスケアとのコーディネーション、FONADISとのコーディネーションが必

要である。これら外部機関との連携を強化するために、プロジェクトは最大限のコーディネーショ

ンに尽力することが望ましい。また、地域リハビリテーションに関するWHOやPAHOなど国際機

関の研究や国内他機関の経験を参考していくことが必要である。

３－５　成果４について

データベースの開発は、チームリハビリテーションの進展のために重要である。しかしながら、

より効率的な使用のために、データベースに含まれる入力項目の数は関連する部門の合意のもとに



－12－

適切なものに限ることが望ましい。

３－６　成果５について

研究活動を進めるためにINRPACスタッフによる研究テーマの設定と、臨床研究に関する短期専

門家派遣が必要である。

３－７　成果６について

INRPACが行う研修活動の企画運営に関するノウハウについて、日本でのカウンターパート研修

にて理解を深めることが望まれる。

３－８　自立発展性について

SSMOおよび厚生省がリハビリの実施において政治的なサポートを行う必要がある。特に予算面

（人員）でのサポートについて、SSMOがINRPACへふり分けることが望ましい。さらに、このプロ

ジェクトが今後有効に発展し、INRPACが国立センターとしての責務を十分に果たしていくために

は、将来、可能なかぎり早期にINRPACが新たな場所に移転することが望ましい。

３－9 　実施体制について

プロジェクトのコーディネーションチームが６カ月ごとのモニタリングシステムを確立すること

が必要である。

３－10  技術協力のあり方について

プロジェクト活動全般にわたり、効果的、有効的かつ現実的な協力内容が望まれる。例えば、カ

ウンターパート研修について、事前にチリ側から研修目的と内容が明確にされること。そして、そ

れを達成するために必要かつ十分な研修内容が提供されたかどうか。また、日本人専門家の活動報

告が活動期間内にチリ側にも提出されるべきである。このように、個々の投入活動について、目的

を明確にしてそれに沿った適切な内容を双方で検討していくことが望まれる。

教　訓

３－11

2000年から2002年に実施したプロジェクト活動の中には、チリ側と日本側に計画性およびコンセ

ンサスに関する理解に多少のすれ違いが認められた。しかし、中間評価調査に関してチリ側日本側

双方が行った一連の作業および協議はそれらを改善するに十分なものであり、双方の合意のもとに

今後の協力活動方針および計画が作成された。
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３－1２

プロジェクト開始時には身体の分野（への協力）に力点が置かれていたが、これまでのプロジェク

ト活動と中間評価の作業を通じて、評価委員およびINRPACチームは、社会・精神・身体的なリハ

ビリテーションの重要性を確認した。その結果、重要な活動の一つとして地域リハビリテーション

を加えることとなった。つまり、今後は（プロジェクトの）デザインに関し、包括的な視点を持つこ

とが重要である。
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付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１．ミニッツ（スペイン語、和訳）

２．マスタープラン

３．PDM０

４．PDM ver３

５．評価用PDM（PDMe）

６．日本およびチリによる投入実績リスト

７．PDM変更理由

８．PDM指標の変化（2000－2002）

９．評価グリッド

10．成果別の活動進捗状況
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別添１

身体障害者リハビリテーションプロジェクトへの技術協力に関する

中間評価調査団およびチリ共和国政府関係者との覚書

国際協力事業団（以下「JICA」という）が組織した佐藤徳太郎を団長とする日本の中間評価調査団

（以下「調査団」という）は、身体障害者リハビリテーションプロジェクト（以下「プロジェクト」とい

う）の進捗を確認・評価し、またプロジェクトの残る期間の協力の方針について意見を交わす目的

で、2002年10月28日から13日までチリ共和国（以下チリという）を訪問した。

チリ滞在中、調査団とチリ共和国関係者（以下チリ関係者）は、プロジェクトの現状を分析し、今

後のプロジェクトの実施について決めるために、これまでのプロジェクトの実施してきた活動と達

成した成果について報告を受けた。

調査団とチリ関係者（以下「両者」という）は、付属の別紙のとおりに、協議の結果に合意した。

サンチアゴ市, 2002年11月12日

佐藤徳太郎 Dr. アントニオ・インファンテ・バロス

団 長 副大臣

プロジェクト中間評価調査団 厚生省

国際協力事業団 チリ共和国

日本国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Dr. ハイメ・ラバードス・モンテス Mr. ルイス・コヴァ・サンチェス

局 長 理 事

首都圏東部衛生局 国際協力庁

チリ共和国 チリ共和国
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付属文書

１． JICAおよびチリ共和国によって組織された合同評価委員会は合同調整委員会に対し、評価レ

ポートを提出した。

２． 合同調整委員会は同レポートを受領し、プロジェクトの残る２年間の円滑な実施と目標達成

のための提言を了承した。

３． 合同調整委員会は、プロジェクトにかかる合意事項として、評価レポートの付属書１に記載

されている新たなマスタープランを了承した。

４． 合同調整委員会は、プロジェクトにかかる合意事項として、評価レポートの付属書４に記載

されているPDMeを、新たなPDM（Ver. 4.0）とすることで了承した。
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